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一 

 



 

新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
）
の
犯
し
た
数
々
の
違
法
行
為
の
積
み
重
ね
に
つ
い
て
は
、
そ
の

一
部
が
す
で
に
露
見
し
て
い
る
が
、
公
団
が
新
東
京
国
際
空
港
と
千
葉
港
頭
間
に
設
置
せ
ん
と
し
て
い
る
航
空
機

給
油
施
設
に
つ
い
て
も
、
道
路
法
に
違
反
し
、
有
効
な
道
路
占
用
許
可
を
受
け
な
い
ま
ま
、
航
空
機
燃
料
輸
送
パ

イ
プ
ラ
イ
ン
（
以
下
「
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
」
と
い
う
）
の
埋
設
を
強
行
し
、
成
田
市
道
を
違
法
に
占
用
し
て
い
る
事
実
が

あ
る
の
で
、
政
府
の
見
解
を
質
し
た
い
。 

長
谷
川
録
太
郎
成
田
市
長
は
、
公
団
か
ら
の
市
道
占
用
許
可
の
申
請
に
対
し
、
去
る
昭
和
四
十
七
年
八
月
十
七

日
、
成
建
指
令
第
二
六
二
五
号
を
も
つ
て
、
成
田
市
道
（
川
栗
字
一
の
坪
地
先
よ
り
吉
倉
字
古
内
地
先
ま
で
）
の
占

用
許
可
を
道
路
法
第
三
三
条
の
規
定
に
よ
り
行
つ
た
。
右
占
用
許
可
処
分
は
そ
の
占
用
期
間
が
道
路
法
施
行
令
第

九
条(

当
時)

に
基
づ
か
な
い
違
法
な
処
分
で
あ
り
、
従
つ
て
、
同
処
分
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
一
五
項
に
違
反 
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四 

建
設
省
道
路
局
は
、
右
処
分
に
つ
き
成
田
市
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
つ
て
い
る
の
か
。 

し
、
同
条
一
六
項
に
よ
り
無
効
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
公
団
の
同
市
道
へ
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
埋
設
は
、
道
路
法

第
三
二
条
一
項
に
違
反
し
て
い
る
。
道
路
法
第
一
〇
〇
条
に
よ
れ
ば
、
同
法
第
三
二
条
一
項
に
違
反
し
て
道
路
を

占
用
し
た
も
の
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
と
あ
る
。 

五 

千
葉
県
警
察
本
部
は
、
公
団
の
法
令
違
反
し
た
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
埋
設
を
何
故
放
置
し
た
の
か
。
ま
た
本
件

に
つ
き
、
今
後
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
の
か
。 

三 

建
設
省
道
路
局
長
は
、
成
田
市
長
に
対
し
、
右
処
分
に
係
る
占
用
期
間
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
な
指
示
を
行
つ

た
の
か
。 

六 

会
計
検
査
院
は
、
公
団
の
法
令
に
違
反
し
た
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
埋
設
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
な
検
査
を
行
つ
て
き 

一 

右
処
分
に
係
る
占
用
期
間
は
、
公
団
が
指
定
し
た
も
の
か
。 

二 

右
処
分
に
係
る
占
用
期
間
が
、
政
令
に
違
反
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
公
団
は
放
置
し
た
の
か
。 

四 

 



 

 

五 

た
の
か
。
ま
た
本
件
に
つ
き
、
今
後
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
の
か
。 

七 

大
蔵
省
主
計
局
は
、
公
団
の
法
令
に
違
反
し
た
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
埋
設
工
事
に
つ
き
、
何
故
予
算
措
置
を
講
じ

た
の
か
。
ま
た
本
件
に
つ
き
今
後
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
の
か
。 

八 

運
輸
大
臣
は
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
埋
設
工
事
に
つ
き
法
令
に
違
反
し
な
い
よ
う
何
故
、
公
団
を
監
督
し
な
か

つ
た
の
か
。
ま
た
本
件
に
つ
き
、
今
後
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
の
か
。 

九 

政
府
は
何
故
本
件
に
つ
き
早
急
に
運
輸
省
・
公
団
に
対
し
道
路
法
第
三
二
条
一
項
に
よ
る
適
法
な
市
道
占
用

許
可
の
申
請
を
行
わ
せ
る
か
、
又
は
、
道
路
法
第
四
〇
条
一
項
に
よ
る
原
状
回
復
を
行
わ
せ
よ
う
と
し
な
い
の

か
。 

右
質
問
す
る
。 


